
船舶事故調査報告書 

令和５年２月８日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 令和４年４月２４日 １０時００分ごろ 

発生場所 滋賀県高島市鵜
う

川白
しら

髭
ひげ

神社南東方沖（琵琶湖北西部） 

 鵜川四等三角点から真方位０６３°１.１海里付近 

 （概位 北緯３５°１６.４′ 東経１３６°００.７′） 

事故の概要  水上オートバイMARINE
マ リ ン

及び水上オートバイ友
ゆう

星
せい

丸は、共に遊走中、

両船が衝突した。 

事故調査の経過 令和４年５月１１日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 水上オートバイ MARINE、０.１トン 

  ２５３－３４３８５滋賀、個人所有 

Ｂ 水上オートバイ 友星丸、０.１トン 

   ２５３－３０００４滋賀、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、特殊小型 

Ｂ 船長Ｂ、特殊小型 

 負傷者 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 船底部に擦過傷 

Ｂ 船体上部に割損、ハンドルに曲損 

 気象・海象 気象：天気 雨、風 なし、視界 良好 

水象：湖面 平穏 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、Ｂ船と共に遊走の目的で、滋賀

県大津市所在のマリーナを出発した。 

 船長Ａは、白髭神社前の砂浜を発進して、同神社沖１００ｍ付近で

砂浜を向いて漂泊中のＢ船に向かって遊走し、Ｂ船の左舷方を通過

後、左旋回してＢ船の船尾方を遊走し、更に左旋回を続けてＢ船と合

流しようと思い遊走中、Ａ船とＢ船とが衝突した。 

 Ａ船は、船長Ａが落水した船長ＢをＡ船に引き揚げてマリーナに本

事故の発生を連絡した後、Ｂ船をえい
．．

航してマリーナに帰航した。 

 本事故を目撃した白髭神社の観光客は、１１０番通報を行った。 

 船長Ａは、本事故当日、雨が降っていたので、フード付きのウェッ

トスーツを着ており、視界が前方のみとなっていて、左右を見るため

には、首を振るだけではなく、身体を動かさないと確認できない状況

であり、左旋回中、Ｂ船が遊走を始めたことに気付かなかったと本事

故後に思った。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、白髭神社沖約１００ｍで、遊走



や漂泊をしながらＡ船を待っていた。 

 船長Ｂは、Ａ船が砂浜から発進し、漂泊していたＢ船の左舷方を通

過して行ったので、Ａ船を追い掛けようと思い遊走を始め、左旋回中

にＢ船とＡ船とが衝突し、水中に投げ出された。 

 船長Ｂは、マリーナへ帰航後、救急車で病院に搬送され、鼻骨骨折

等と診断された。 

 船長Ｂは、船長Ａと同じフード付きのウェットスーツを着ており、

左右は少し見えにくいと思っていたけれども、前方の視界は確保され

ていたので、遊走に支障は感じていなかったが、Ａ船が再び接近して

いることに気付かなかったと本事故後に思った。 

 船長Ａ及び船長Ｂは、救命胴衣を着用しており、飲酒はしていなか

った。 

分析 

 

 Ａ船は、遊走中、船長Ａが、左右の視界が遮られたフード付きのウ

ェットスーツを着用して、漂泊していたＢ船と合流しようと思い左旋

回を続けたことから、遊走を始めたＢ船に気付かず、Ｂ船と衝突した

ものと考えられる。 

 Ｂ船は、漂泊中、船長Ｂが、Ａ船を追い掛けようと思い遊走を始

め、左右の視界が遮られたフード付きのウェットスーツを着用して左

旋回したことから、接近するＡ船に気付かず、Ａ船と衝突したものと

考えられる。 

原因  本事故は、Ａ船が遊走中、Ｂ船が漂泊中、船長Ａが、左右の視界が

遮られたフード付きのウェットスーツを着用して、漂泊していたＢ船

と合流しようと思い左旋回を続け、また、船長Ｂが、左右の視界が遮

られたフード付きのウェットスーツを着用して左旋回したため、両船

が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・水上オートバイの船長は、視界を確保した状態で遊走すること。 

 ・水上オートバイの船長は、遊走中、常時周囲の適切な見張りを行

うとともに、旋回する場合は、顔だけではなく、上体をひねる等

により、自船の近傍や後方から追走している他船がいないことを

確認すること。また、やむを得ず他の水上オートバイの後方や近

傍を航行する場合は、当該水上オートバイの不測の動きに対応で

きるように安全な距離を保つこと。 

 


